
 

告示第１１８号 

上田市空き家セカンドユース事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和６年４月１日 

                         上田市長  土 屋 陽 一 

   上田市空き家セカンドユース事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、空き家の有効活用による市内への移住定住の促進及び適正な管理に

より空き家解消を図るため、空き家のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内で補

助金を交付することに関し、補助金等交付規則（平成１８年規則第４６号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない市内に存在する建物

及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的として建築された建物を除く。 

⑵ 空き家所有者 空き家の登記上の所有者をいう。 

⑶ 利用希望者 市内に定住又は定期的に滞在することを目的として、空き家の利用を

希望する者で、空き家所有者の三親等以内の親族でないものをいう。 

⑷ リフォーム工事 建物の維持及び機能向上を目的として当該建物及び付帯設備の改

修等を行う工事で、建築基準法（昭和２２年法律第２０１号）その他の法令に違反しな

いものをいう。 

 （交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、リフォーム工事を行う空き家所有者で、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 上田市税の滞納がないこと。 

⑵ 上田市暴力団排除条例（平成２４年条例第６条）第２条第２号に規定する暴力団員及

び同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

（対象経費及び補助率等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。 

対象経費 補助率等 

空き家のリフォーム工事に要する経費 ２分の１以内。ただし、５０万円を限度とす

る。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に、１，０００円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り捨てるものとする。 

（補助金交付の条件） 

第５条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 



 

⑴ 空き家のリフォーム工事を行い、かつ、当該空き家を利用希望者に５年以上賃貸する

こと。 

⑵ 補助金の対象となる空き家（以下「対象空き家」という。）は、次のいずれにも該当

するものであること。 

 ア 共有者がいる場合にあっては、その全ての共有者からリフォーム工事及び賃貸に

ついての同意を得られていること。 

 イ 申請日の属する年度（以下「申請年度」という。）若しくは前年度までにリフォー

ム工事が完了した空き家であること又は申請年度にリフォーム工事が完了すること。 

 ウ 過去にこの告示による補助金の交付を受けた空き家でないこと。 

⑶ 利用希望者との賃貸借契約を申請年度に締結すること。 

（補助金の交付申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第３条に規定する補助金等交付申請書

に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 誓約書（別記様式） 

⑵ 土地及び建物の登記事項証明書 

⑶ 市税の納税調査同意書又は完納証明書（申請日から起算して１４日以内に交付され

たものに限る。） 

⑷ リフォーム工事に要した費用が分かる見積書（見積金額内訳の明細があるものに限

る。）の写し 

⑸ リフォーム工事の内容のわかる図面 

⑹ リフォーム工事の工程表 

⑺ 対象空き家の共有者がいる場合、リフォーム工事及び賃貸することについての同意

書 

⑻ その他市長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、上田市空き家セカ

ンドユース事業補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

⑴ 利用希望者との賃貸借契約書の写し 

⑵ リフォーム工事に要した費用を支払ったことが分かる領収書の写し 

⑶ リフォーム工事に係る契約書の写し又はリフォーム工事の明細がわかるもの 

⑷ リフォーム工事写真（着手前、完了時が確認できるもの） 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から３０日を経過した日又

は補助金の交付決定のあった日の属する年度の２月末日のいずれか早い日とする。 

（補助金の返還） 



 

第８条 規則第１６条に定めるもののほか、市長は、補助事業を完了した日から起算して５

年を経過する日までの間に、次のいずれかの事由が生じたときは、その交付決定を取り消

し、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

⑴ 対象空き家を、賃貸借契約を締結した借主以外に売却したとき。 

⑵ 交付を受けた空き家所有者が対象空き家を取り壊したとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 

（補則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 


